
鈴鹿市告示第２４４号 

鈴鹿市最低制限価格の設定及び低入札価格調査基準に関する要綱の一部を改正する

告示を次のように定める。 

令和７年１１月２０日 

 

鈴鹿市長 末 松 則 子 

 

鈴鹿市最低制限価格の設定及び低入札価格調査基準に関する要綱の一部を改正

する告示 

鈴鹿市最低制限価格の設定及び低入札価格調査基準に関する要綱（平成１１年鈴鹿

市告示第２２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように

改める。 

改 正 後 改 正 前 

（失格基準価格の設定等） （失格基準価格の設定等） 

第４条  略 第４条  略 

２ 失格基準価格を下回る価格をもって申込

みをした者は、失格とする。この場合におい

ては、第８条第１項の調査は行わないもの

とする。 

２ 失格基準価格を下回る価格をもって申込

みをした者は、落札者としない。この場合に

おいては、第８条第１項の調査は行わない

ものとする。 

（入札参加資格者への周知） （入札参加資格者への周知） 

第６条 市長は、調査基準価格及び失格基準

価格を設定したときは、次に掲げる事項を

事前に入札参加資格者へ周知するものとす

る。 

第６条 市長は、調査基準価格及び失格基準

価格を設定したときは、次に掲げる事項を

事前に入札参加資格者へ周知するものとす

る。 

(１)  略 (１)  略 

(２) 調査基準価格を下回る価格であって

失格基準価格以上の価格をもって申込み

をした者（以下「低入札者」という。）が

(２) 調査基準価格を下回る価格であって

失格基準価格以上の価格をもって申込み

が行われたときは、落札者の決定を保留



落札候補者となったときは、落札者の決

定を保留し、改めて落札者を決定するこ

と。 

し、改めて落札者を決定すること。 

(３) 落札候補者となった低入札者は、第

８条第１項に規定する調査に協力しなけ

ればならないこと。 

(３) 調査基準価格を下回る価格であって

失格基準価格以上の価格をもって申込み

をした者は、第８条第１項に規定する調

査に協力しなければならないこと。 

(４) 調査基準価格を下回る額で契約する

場合は、第11条各号に掲げる条件を付す

ること。 

 

（工事費内訳書の確認） （工事費内訳書の確認） 

第７条 低入札者が落札候補者となった場合

において、工事費内訳書に別表第３の左欄

に掲げる工事区分ごとに、それぞれ同表の

右欄に掲げる額（その額に１円未満の端数

があるときはこれを切り捨てた額）に満た

ない額があるときは、当該落札候補者は、失

格とする。この場合において、当該失格とし

た者に対しては、次条第１項の調査は行わ

ないものとする。 

第７条 調査基準価格を下回る価格であって

失格基準価格以上の価格をもって申込みが

行われた場合において、工事費内訳書に別

表第３の左欄に掲げる工事区分ごとに、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる額（その額に１

円未満の端数があるときはこれを切り捨て

た額）に満たない額があるときは、当該申込

みをした者は、落札者としない。この場合に

おいて、当該落札者としないこととした者

に対しては、次条第１項の調査は行わない

ものとする。 

（調査の実施） （調査の実施） 

第８条 市長は、低入札者が落札候補者とな

ったときは、落札者の決定を保留し、当該落

札候補者に対し、当該契約の内容に適合し

た履行がされないおそれがあるか否かにつ

いて調査（以下「低入札価格調査」という。）

を行うものとする。 

第８条 市長は、調査基準価格を下回る価格

であって失格基準価格以上の価格をもって

入札が行われたときは、当該入札の申込み

をした者（第４条第２項又は前条の規定に

より落札者としないこととした者を除く。）

のうち最低の価格をもって申込みをしたも

の（以下「最低価格申込者」という。）に対



し、当該契約の内容に適合した履行がされ

ないおそれがあるか否かについて調査を行

うものとする。 

２ 低入札価格調査は、次に掲げる事項につ

いて、落札候補者からの事情聴取及び関係

機関への照会等の方法により行うものとす

る。ただし、市長が調査の必要がないと認め

たときは、その一部を省略することができ

る。 

２ 前項の調査は、次の各号に掲げる事項に

ついて、最低価格申込者からの事情聴取及

び関係機関への照会等の方法により行うも

のとする。 

(１)  略 (１)  略 

(２) 入札金額の積算内訳 (２) 工事費内訳書 

(３) 手持工事の状況 (３) 下請予定業者及び予定下請金額 

(４) 契約対象工事箇所と入札者の事務

所、倉庫等との関連 

(４) 施工計画書及び施工体制台帳 

(５) 手持資材の状況 (５) 手持工事の状況 

(６) 資材購入先及び購入先と入札者との

関係 

(６) 手持資材及び機械の状況 

(７) 手持機械の状況 (７) 資材購入先及び購入先と入札者との

関係 

(８) 労務者の具体的供給見通し (８) 工事作業員の具体的供給見通し 

(９) 過去に施工した公共工事名及び発注

者名 

(９) 過去２年間に施工した公共工事名及

び発注者 

(10) 建設副産物の搬出地 (10) 経営及び信用状況 

(11)  略 (11)  略 

（調査結果の報告及び審査） （調査結果の報告及び審査） 

第９条 市長は、低入札価格調査の結果を低

入札価格調査報告書（第１号様式）により、

鈴鹿市庁内委員会規則（平成９年鈴鹿市規

則第８号）別表第１項に定める鈴鹿市請負

工事等執行部会（以下「執行部会」という。）

第９条 市長は、前条の規定により実施した

調査の結果を低入札価格調査報告書（第１

号様式）により、鈴鹿市庁内委員会規則（平

成９年鈴鹿市規則第８号）別表第１項に定

める鈴鹿市請負工事等執行部会（以下「執行



へ報告し、審査を受けるものとする。 部会」という。）へ報告し、審査を受けるも

のとする。 

２  略 ２  略 

（落札者の決定） （落札者の決定） 

第10条 市長は、前条第２項の規定により、当

該契約の内容に適合した履行がされるとの

通知を受けた場合にあっては、落札候補者

を落札者として決定し、規則第15条の規定

により速やかに当該落札候補者に通知する

とともに、他の入札者全員に対し落札者決

定通知書（第３号様式）により通知するもの

とする。ただし、規則第６条第２項第７号の

電子入札システムを使用して行う入札にお

いて、落札候補者及び他の入札者全員に対

し落札者の決定に関する通知を別途行った

場合は、本項本文の規定による通知を不要

とする。 

第10条 市長は、前条第２項の規定により、当

該契約の内容に適合した履行がされるとの

通知を受けた場合にあっては、規則第15条

第１項の規定により速やかに最低価格申込

者に通知するとともに、他の入札者全員に

対し落札者決定通知書（第３号様式）により

通知するものとする。 

２ 市長は、前条第２項の規定により、当該契

約の内容に適合した履行がされないとの通

知を受けた場合にあっては、落札候補者を

失格とし、予定価格の制限の範囲内の価格

をもって申込みをした他の者のうち、最低

の価格をもって申込みをした者（以下「次順

位者」）を落札者と決定する。ただし、次順

位者が調査基準価格を下回る入札者であっ

た場合には、前２条の規定を適用する。 

２ 市長は、前条第２項の規定により、当該契

約の内容に適合した履行がされないとの通

知を受けた場合にあっては、最低価格申込

者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲

内の価格をもって申込みをした他の者のう

ち、最低の価格をもって申込みをした者（以

下「次順位者」）を落札者と決定する。ただ

し、次順位者が調査基準価格を下回る入札

者であった場合には、前２条の規定を適用

する。 

３  略 ３  略 

（契約の条件）  



第11条 市長は、調査基準価格に満たない額

で契約する場合は、次に掲げる条件を付す

るものとする。 

 

(１) 契約保証金は、契約金額の10分の３

以上の額とすること。 

 

(２) 中間前払金は、支払わないものとす

ること。 

 

(３) 次条に規定する専任の担当技術者を

配置すること。 

 

(４) 建設業法（昭和24年法律第100号）第

26条第１項に規定する主任技術者及び同

条第２項に規定する監理技術者（以下「主

任技術者等」という。）並びに現場代理人

の配置に関し、次に掲げる条件を付する

こと。ただし、工場製作を含む工事であっ

て、工場製作期間と現地施工期間で異な

る主任技術者等を配置する場合は、現地

施工期間に配置する主任技術者等及び現

場代理人に適用するものとする。 

 

ア 主任技術者等は、契約金額に関わら

ず専任で配置すること。 

 

イ 主任技術者等及び現場代理人の兼務

は、認めないこと。 

 

（専任の担当技術者）  

第12条 調査基準価格に満たない額で契約す

る場合は、主任技術者等のほかに、低入札価

格調査の資料提出時に次に掲げる事項を満

たす専任の担当技術者を定め、契約時に配

置するものとする。ただし、特別な事由があ

ると認める場合は、この限りでない。 

 



(１) 低入札価格調査の資料提出時におい

て、入札参加要件として主任技術者等に

求める資格及び施工実績を有しているこ

と。（共同企業体にあっては、代表者の主

任技術者等に求める入札参加要件を満た

していること。） 

 

(２) 低入札価格調査の資料提出時におい

て、直接的かつ３か月以上の恒常的な雇

用関係を有すること。 

 

(３) 当該競争入札において市長が指定す

る日に配置できる状況にあること。 

 

２ 共同企業体にあっては、前項に規定する

専任の担当技術者の所属は、代表者又は構

成員の別を問わないものとする。 

 

３ 第１項に規定する専任の担当技術者は、

現場代理人との兼務は認めないものとす

る。 

 

４ 第１項に規定する専任の担当技術者が死

亡、傷病、被災、出産、育児、介護、退職そ

の他やむを得ない事由があると市長が認め

るときは、低入札価格調査の資料提出後に

おける当該担当技術者の変更を認めるもの

とする。 

 

第13条  略 第11条  略 

第１号様式（第９条関係） 第１号様式（第６条関係） 

   略    略 

   略     略  

 落札候補者    最低価格入札業者   

   略     略  



第２号様式（第９条関係） 第２号様式（第６条関係） 

   略    略 

   略     略  

 落札候補者    最低価格入札業者   

   略     略  

第３号様式（第10条関係） 第３号様式（第７条関係） 

   略    略 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の鈴鹿市最低制限価格の設定及び低入札価格調査基準に関する要綱の規定

は、この告示の施行の日以後に入札の公告又は指名通知を行う工事又は製造その他

についての請負について適用し、同日前に入札の公告又は指名通知を行った工事又

は製造その他についての請負については、なお従前の例による。 


